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個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
規
則
は
、個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下「
法
」と
い
う
。）、

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。）
及
び
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の

施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
）

第
二
条　

法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
帳
簿
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
（
様
式
第
一
号
）
と
す
る
。

　

（
開
示
請
求
書
）

第�

三
条　

法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
書
（
様
式
第
二
号
）

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
開
示
決
定
等
通
知
書
）

第�

四
条　

法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
す
る
旨
の
決
定
に
つ
い
て
（
様

式
第
三
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２�　

法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
し
な
い
旨
の
決
定
に
つ
い
て
（
様
式

第
四
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
開
示
決
定
等
の
期
限
延
長
通
知
書
）

第�

五
条　

法
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等
の
期
限
の
延
長
に
つ
い
て

（
様
式
第
五
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
開
示
決
定
等
の
期
限
の
特
例
規
定
の
適
用
）

第�

六
条　

法
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
の
開
示
決
定
等
期
限
の
特
例
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
（
様
式
第
六
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
開
示
請
求
事
案
の
移
送
）

第�

七
条　

法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
移
送
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
に
係
る
事
案
の
移
送
に
つ
い
て

（
様
式
第
七
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２�　

法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
に
係
る
事
案
の
移
送
に
つ
い
て
（
様

式
第
八
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
第
三
者
に
対
す
る
意
見
書
提
出
の
機
会
の
付
与
等
）

第�

八
条　

法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
に
関
す
る
意
見
に
つ
い
て

（
様
式
第
九
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２�　

法
第
八
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
に
関
す
る
意
見
に
つ
い
て
（
様
式

第
十
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３�　

法
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
は
、
保
有
個
人
情
報
の
開
示
決
定
等
に
関
す

る
意
見
書
（
様
式
第
十
一
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４�　

法
第
八
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
反
対
意
見
書
に
係
る
個
人
情
報
の
開
示
決
定
に
つ
い
て
（
様
式

第
十
二
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。　

　

（
開
示
の
実
施
等
）

第�

九
条　

法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
等
が
定
め
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情

報
の
開
示
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
（
条
例
第
二
条
第
二
項
の
実
施
機
関
が
現
に
使
用
し
て
い
る
専
用
機
器
に

よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。）
と
す
る
。

　

一�　

当
該
電
磁
的
記
録
の
当
該
保
有
個
人
情
報
に
係
る
部
分
を
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
三
番
（
以
下
「
Ａ
三
判
」
と
い

う
。）
以
下
の
大
き
さ
の
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧

　

二�　

当
該
電
磁
的
記
録
の
当
該
保
有
個
人
情
報
に
係
る
部
分
を
専
用
機
器
に
よ
り
出
力
又
は
再
生
し
た
も
の
の
閲

覧
、
視
聴
又
は
聴
取

　

三�　

当
該
電
磁
的
記
録
の
当
該
保
有
個
人
情
報
に
係
る
部
分
を
Ａ
三
判
以
下
の
大
き
さ
の
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
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交
付

　

四　

当
該
電
磁
的
記
録
の
当
該
保
有
個
人
情
報
に
係
る
部
分
を
光
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

２�　

法
第
八
十
七
条
第
一
項
及
び
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
文
書

又
は
図
画
及
び
電
磁
的
記
録
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
文
書
等
」
と
い
う
。）
を
閲
覧
、
視
聴
又
は
聴

取
す
る
者
は
、
当
該
文
書
等
を
丁
寧
に
取
り
扱
う
と
と
も
に
、
こ
れ
を
汚
損
し
、
若
し
く
は
破
損
し
、
又
は
改
ざ
ん

し
て
は
な
ら
な
い
。

３�　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
違
反
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
に
対
し
、
当
該
文
書
等
の
閲
覧
、
視
聴
又

は
聴
取
を
中
止
さ
せ
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４�　

法
第
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施
方
法
等
申
出
書
（
様
式
第
十
三

号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

５�　

政
令
第
二
十
八
条
第
四
項
の
地
方
公
共
団
体
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
現
金
又
は
郵
便
為
替
で
納
付
す
る
方
法

と
す
る
。

　

（
訂
正
請
求
書
）

第�

十
条　

法
第
九
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
書
（
様
式
第
十
四
号
）

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
訂
正
決
定
等
通
知
書
）

第�

十
一
条　

法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
す
る
旨
の
決
定
に
つ
い
て

（
様
式
第
十
五
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２�　

法
第
九
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
し
な
い
旨
の
決
定
に
つ
い
て
（
様
式

第
十
六
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
訂
正
決
定
等
の
期
限
延
長
通
知
書
）

第�

十
二
条　

法
第
九
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
等
の
期
限
の
延
長
に
つ
い
て

（
様
式
第
十
七
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
訂
正
決
定
等
の
期
限
の
特
例
規
定
の
適
用
）

第�

十
三
条　

法
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
等
の
期
限
の
特
例
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
（
様
式
第
十
八
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
訂
正
請
求
事
案
の
移
送
）

第�

十
四
条　

法
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
移
送
は
、
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
に
係
る
事
案
の
移
送
に
つ
い

て
（
様
式
第
十
九
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２�　

法
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
に
係
る
事
案
の
移
送
に
つ
い
て
（
様

式
第
二
十
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
保
有
個
人
情
報
の
提
供
先
へ
の
通
知
）

第�

十
五
条　

法
第
九
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
提
供
を
し
て
い
る
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
す
る
旨
の
決
定
に

つ
い
て
（
様
式
第
二
十
一
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
利
用
停
止
請
求
書
）

第�

十
六
条　

法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書
（
様
式
第

二
十
二
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
利
用
停
止
決
定
等
通
知
書
）

第�

十
七
条　

法
第
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
を
す
る
旨
の
決
定
に
つ
い
て

（
様
式
第
二
十
三
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２�　

法
第
百
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
を
し
な
い
旨
の
決
定
に
つ
い
て
（
様

式
第
二
十
四
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
利
用
停
止
決
定
等
の
期
限
延
長
通
知
書
）

第�

十
八
条　

法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
等
の
期
限
の
延
長
に
つ
い

て
（
様
式
第
二
十
五
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
利
用
停
止
決
定
等
の
期
限
の
特
例
規
定
の
適
用
）

第�

十
九
条　

法
第
百
三
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
等
の
期
限
の
特
例
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
（
様
式
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
審
査
会
へ
の
諮
問
）

第�

二
十
条　

法
第
百
五
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
宮
城
県
個
人
情
報
保

護
審
査
会
へ
の
諮
問
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
審
査
請
求
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
面
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

　

一　

法
第
八
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
開
示
決
定
等
に
係
る
審
査
請
求　

諮
問
書
（
様
式
第
二
十
七
号
）

　

二　

法
第
九
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
訂
正
決
定
等
に
係
る
審
査
請
求　

諮
問
書
（
様
式
第
二
十
八
号
）

　

三　

法
第
百
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
利
用
停
止
決
定
等
に
係
る
審
査
請
求　

諮
問
書
（
様
式
第
二
十
九
号
）

　

四�　

法
第
七
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
開
示
請
求
、
法
第
九
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
訂
正
請
求
及
び
法
第
九
十
八
条

の
規
定
に
基
づ
く
利
用
停
止
請
求
に
係
る
不
作
為
に
関
す
る
審
査
請
求　

諮
問
書
（
様
式
第
三
十
号
）

２�　

法
第
百
五
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
宮
城
県
個
人
情
報

保
護
審
査
会
へ
の
諮
問
に
つ
い
て
（
様
式
第
三
十
一
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
適
用
除
外
）

第�

二
十
一
条　

政
令
第
十
六
条
第
二
号
の
地
方
公
共
団
体
の
長
が
指
定
す
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　

一�　

県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
設
置
要
綱
（
平
成
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
号
）
第
二
条
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第
一
項
に
規
定
す
る
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

　

二�　

行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
第
三
十
五
条
第
四
項
第
八
号
に
規
定
す
る
環
境

情
報
セ
ン
タ
ー

　

（
運
用
状
況
の
公
表
）

第
二
十
二
条　

条
例
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
運
用
状
況
の
公
表
は
、
宮
城
県
公
報
に
登
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
旧
規
則
の
廃
止
）

２�　

個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
平
成
八
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
九
号
。
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。）
は
、
廃

止
す
る
。

　

（
諸
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３�　

旧
規
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称

行
政

機
関

等
の

名
称

　
宮
城
県

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
が
利
用
に
供
さ
れ
る
�

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
組
織
の
名
称

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
利
用
目
的

記
録

項
目

記
録

範
囲

記
録

情
報

の
収

集
方

法

要
配
慮
個
人
情
報
が
含
ま
れ
る
と
き
は
，
そ
の
旨

記
録
情
報
の
経
常
的
提
供
先

開
示
請
求
等
を
受
理
す
る
組
織
の
�

名
称

及
び

所
在

地
（
名
　
称
）

（
所
在
地
）

訂
正
及
び
利
用
停
止
に
関
す
る
他
の
法
令
の
�

規
定
に
よ
る
特
別
の
手
続
等

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
種
別

□
法
第
60条

第
２
項
第
１
号

（
電
算
処
理
フ
ァ
イ
ル
）

□
�法
第
60条

第
２
項
�

第
２
号（
マ
ニ
ュ
ア

ル
処
理
フ
ァ
イ
ル
）

政
令
第
21条

第
７
項
に
該
当
�

す
る
フ
ァ
イ
ル
 □
有
　
□
無

行
政
機
関
等
匿
名
加
工
情
報
の
提
案
の
�

募
集
を
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
る
旨

行
政
機
関
等
匿
名
加
工
情
報
の
提
案
を
�

受
け
る
組
織
の
名
称
及
び
所
在
地

行
政
機
関
等
匿
名
加
工
情
報
の
概
要

作
成
さ
れ
た
行
政
機
関
等
匿
名
加
工
情
報
に
関
す
る
�

提
案
を
受
け
る
組
織
の
名
称
及
び
所
在
地

作
成
さ
れ
た
行
政
機
関
等
匿
名
加
工
情
報
に
�

関
す
る
提
案
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間

記
録
情
報
に
条
例
要
配
慮
個
人
情
報
が
�

含
ま
れ
る
と
き
は
，
そ
の
旨

備
考



号外第３号　令和５年３月２日　木曜日 （4）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）

（
　
表
　
面
　
）

保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
書

�
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

（
ふ
り
が
な
）

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
住
所
又
は
居
所
　
〒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
話
（
　
　
　
）
　
　
　
－
　
　
　
　
　

�
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
任
意
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
15年

法
律
第
57号

）
第
77条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
下
記
の

と
お
り
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
請
求
し
ま
す
。

記
１
　
開
示
を
請
求
す
る
保
有
個
人
情
報
（
具
体
的
に
特
定
し
て
く
だ
さ
い
。）

２
　
求
め
る
開
示
の
実
施
方
法
等
（
本
欄
の
記
載
は
任
意
で
す
。）

　
�　
イ
又
は
ロ
に
○
印
を
付
し
て
く
だ
さ
い
。
イ
を
選
択
し
た
場
合
は
，
実
施
の
方
法
及
び
希
望
日
を
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。

イ
　
個
人
情
報
窓
口
に
お
け
る
開
示
の
実
施
を
希
望
す
る
。

　
　
＜
実
施
の
方
法
＞
　
□
閲
覧
（
必
要
に
応
じ
て
写
し
の
交
付
＊
）
　
□
写
し
の
交
付
の
み
＊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
写
し
の
交
付
に
は
複
写
料
が
か
か
り
ま
す
。

　
　
＜
実
施
の
希
望
日
＞
　
□
　
 年
　
 月
　
 日
以
降
　
　
□
　
 年
　
 月
　
 日
か
ら
　
 年
　
 月
　
 日
ま
で
の
間

ロ
　
本
人
限
定
受
取
郵
便
に
よ
る
写
し
の
送
付
＊
を
希
望
す
る
。
＊
送
付
に
は
郵
送
料
と
複
写
料
が
か
か
り
ま
す
。

３
　
本
人
確
認
等

イ
　
開
示
請
求
者
　
　
　
□
 本
人
　
　
　
□
 法
定
代
理
人
　
　
　
□
 任
意
代
理
人

ロ
　
請
求
者
本
人
確
認
書
類

　
　
□
 運
転
免
許
証
　
　
□
 健
康
保
険
被
保
険
者
証
　
　
□
 個
人
番
号
カ
ー
ド

　
　
□
 在
留
カ
ー
ド
，特
別
永
住
者
証
明
書
又
は
特
別
永
住
者
証
明
書
と
み
な
さ
れ
る
外
国
人
登
録
証
明
書

　
　
□
 そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
※
 郵
送
に
よ
り
請
求
を
す
る
場
合
に
は
，本
請
求
書
に
加
え
て
住
民
票
の
写
し
等
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

ハ
　
本
人
の
状
況
等
（
法
定
代
理
人
又
は
任
意
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
に
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）

　
イ
　
本
人
の
状
況
　
　
 □
 未
成
年
者
（
　
 　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
生
）
　
□
 成
年
被
後
見
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 □
 任
意
代
理
人
委
任
者

　
　
　
（
ふ
り
が
な
）
　

　
ロ
　
本
人
の
氏
名
　
�

　
ハ
　
本
人
の
住
所
又
は
居
所
　
〒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
本
人
の
電
話
番
号
　（
　
　
　
）　
　
－
　
　
　
　

ニ
　
法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
，
次
の
い
ず
れ
か
の
書
類
を
提
示
し
，
又
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
請
求
資
格
確
認
書
類
　
　
□
 戸
籍
謄
本
　
□
 登
記
事
項
証
明
書
　
□
 そ
の
他
（
�

）
ホ
　
任
意
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
，
次
の
書
類
を
提
示
し
，
又
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
請
求
資
格
確
認
書
類
　
　
□
 委
任
状
　
　
□
 そ
の
他
（
�

）
※
　
次
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い

担
当
課
（
室
）
所

電
話

（
　
　
　
）
　
　
－
　
　
　
　
内
線
　
　

（
　
裏
　
面
　
）

１
　
「
氏
名
」，「
住
所
又
は
居
所
」，「
電
話
」，「
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
」

　
�　
開
示
請
求
者
（
法
定
代
理
人
又
は
任
意
代
理
人
（
以
下
「
代
理
人
」
と
い
う
。）
の
氏
名
（
４
⑴
の
本
人
確
認
書
類
で
確
認
で

き
る
場
合
は
旧
姓
も
可
）
及
び
住
所
又
は
居
所
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
こ
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
に
よ
り

開
示
決
定
通
知
等
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
，
正
確
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
�　
連
絡
を
行
う
際
に
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
，
開
示
請
求
者
本
人
と
直
接
連
絡
が
可
能
な
電
話
番
号
（
必
須
）
及
び
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
（
任
意
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　
「
開
示
を
請
求
す
る
保
有
個
人
情
報
」

　
�　
開
示
を
請
求
す
る
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
行
政
文
書
等
や
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称
な
ど
，
開
示
請
求
す
る
保

有
個
人
情
報
を
特
定
で
き
る
よ
う
な
情
報
を
具
体
的
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

３
　
「
求
め
る
開
示
の
実
施
方
法
等
」

　
�　
開
示
を
受
け
る
場
合
の
開
示
の
実
施
の
方
法（
個
人
情
報
窓
口（
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
を
い
い
ま
す
。）

に
お
け
る
開
示
の
実
施
の
方
法
，
個
人
情
報
窓
口
に
お
け
る
開
示
を
希
望
す
る
場
合
の
希
望
日
）
に
つ
い
て
，
希
望
が
あ
り
ま
し

た
ら
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
�　
な
お
，
実
施
の
方
法
は
県
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
の
で
，
希
望
す
る
方
法
に
対
応
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
�　
開
示
の
実
施
の
方
法
等
に
つ
い
て
は
，
開
示
決
定
後
に
提
出
し
て
い
た
だ
く
「
保
有
個
人
情
報
開
示
実
施
申
出
書
」
に
よ
り
，

別
途
申
し
出
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

４
　
本
人
確
認
書
類
等

　
⑴
　
個
人
情
報
窓
口
に
お
け
る
開
示
請
求
の
場
合

　
　
�　
来
庁
し
て
個
人
情
報
窓
口
に
お
い
て
保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
を
す
る
場
合
に
は
，
本
人
確
認
の
た
め
，
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
15年
政
令
第
507号

）
第
22条
に
規
定
す
る
運
転
免
許
証
，
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
，
個

人
番
号
カ
ー
ド
（
た
だ
し
，
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
は
不
可
），
在
留
カ
ー
ド
，
特
別
永
住
者
証
明
書
又
は
特
別
永
住
者
証
明

書
と
み
な
さ
れ
る
外
国
人
登
録
証
明
書
等
の
住
所
・
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
書
類
を
提
示
し
，
又
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
�　
ど
の
よ
う
な
書
類
が
本
人
確
認
書
類
に
当
た
る
の
か
分
か
ら
な
い
場
合
や
，
こ
れ
ら
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
が

で
き
な
い
場
合
は
，
個
人
情
報
窓
口
に
事
前
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
⑵
　
郵
送
に
よ
る
開
示
請
求
の
場
合

　
　
�　
郵
送
に
よ
り
保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
を
す
る
場
合
に
は
，
⑴
の
本
人
確
認
書
類
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
に
併

せ
て
，
住
民
票
の
写
し
（
た
だ
し
，
開
示
請
求
の
前
30日
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
り
ま
す
。）
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

住
民
票
の
写
し
は
，
市
町
村
が
発
行
す
る
公
文
書
で
あ
り
，
そ
の
複
写
物
に
よ
る
提
出
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
住
民
票
の
写
し

が
提
出
で
き
な
い
場
合
は
，
個
人
情
報
窓
口
に
事
前
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
�　
な
お
，
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
を
提
出
す
る
場
合
は
，
表
面
の
み
複
写
し
，
住
民
票
の
写
し
に

つ
い
て
は
，
個
人
番
号
の
記
載
が
あ
る
場
合
，
当
該
個
人
番
号
を
黒
塗
り
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
�　
ま
た
，
被
保
険
者
証
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
を
提
出
す
る
場
合
は
，
保
険
者
番
号
及
び
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号

を
黒
塗
り
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
⑶
　
代
理
人
に
よ
る
開
示
請
求
の
場
合

　
　
�　
「
本
人
の
状
況
等
」
欄
は
，
代
理
人
に
よ
る
開
示
請
求
の
場
合
に
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
必
要
な
記
載
事
項
は
，
保
有

個
人
情
報
の
本
人
の
状
況
，
本
人
の
氏
名
，
本
人
の
住
所
又
は
居
所
及
び
本
人
の
電
話
番
号
で
す
。

　
　
�　
代
理
人
の
う
ち
，
法
定
代
理
人
が
開
示
請
求
を
す
る
場
合
に
は
，
戸
籍
謄
本
，
戸
籍
抄
本
，
成
年
後
見
登
記
の
登
記
事
項

証
明
書
そ
の
他
法
定
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
た
だ
し
，
開
示
請
求
の
前
30日
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限

り
ま
す
。）
を
提
示
し
，
又
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
�　
な
お
，
戸
籍
謄
本
そ
の
他
法
定
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
は
，
市
町
村
等
が
発
行
す
る
公
文
書
で
あ
り
，
そ
の

複
写
物
に
よ
る
提
示
又
は
提
出
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
　
�　
代
理
人
の
う
ち
，
任
意
代
理
人
が
開
示
請
求
を
す
る
場
合
に
は
，
委
任
状
そ
の
他
そ
の
資
格
を
証
明
す
る
書
類
（
た
だ
し
，

開
示
請
求
の
前
30日
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
り
ま
す
。）
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
�　
ま
た
，
委
任
状
に
つ
い
て
は
，
①
委
任
者
の
実
印
に
よ
り
押
印
し
た
上
で
印
鑑
登
録
証
明
書
（
た
だ
し
，
開
示
請
求
の
前
30

日
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
り
ま
す
。）
を
添
付
す
る
か
又
は
②
委
任
者
の
運
転
免
許
証
，
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
た
だ
し
，

個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
は
不
可
）
等
本
人
に
対
し
一
に
限
り
発
行
さ
れ
る
書
類
の
写
し
を
併
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
な
お
，
委
任
状
は
，
そ
の
複
写
物
に
よ
る
提
出
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。



（5）　令和５年３月２日　木曜日 号外第３号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
３
号
（
第
４
条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
す
る
旨
の
決
定
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
開
示
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
，
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
（
平
成
15年
法
律
第
57号
）
第
82条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
下
記
の
と
お
り
，
開
示
す
る
こ
と
に
決

定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

記
１
　
開
示
す
る
保
有
個
人
情
報
（
　
全
部
開
示
　
・
　
部
分
開
示
　
）

２
　
不
開
示
と
し
た
部
分
と
そ
の
理
由

　
（
教
示
）

⑴
�　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内

に
，
宮
城
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
，
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
，
審
査
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

⑵
�　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内

（
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
，
審
査
請
求
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
６
か
月
以
内
）
に
，
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表
す
る
者
は
宮
城
県
知
事
と
な
り
ま
す
。），

こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
決
定
又
は
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
，
決
定
又
は
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
，
決
定
の
取
消
し
の

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

３
　
開
示
す
る
保
有
個
人
情
報
の
利
用
目
的

４
　
開
示
の
実
施
の
方
法
等
　
（
裏
面
（
又
は
同
封
）
の
説
明
事
項
を
お
読
み
く
だ
さ
い
。）

　
⑴
　
開
示
の
実
施
の
方
法
等

　
⑵
　
個
人
情
報
窓
口
に
お
け
る
開
示
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
，
時
間
及
び
場
所

　
　
　
期
間
：
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で
（
土
・
日
曜
，
祝
祭
日
を
除
く
。）

　
　
　
時
間
：

　
　
　
場
所
：

�
＜
連
絡
先
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
宮
城
県
　
　
部
　
　
課
（
室
）
所
　
　
班
　
　
　

�
電
　
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
e-m
ail：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（
※
裏
面
又
は
別
紙
）保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
す
る
旨
の
決
定
（
通
知
）
に
係
る
説
明
事
項

１
　
「
開
示
の
実
施
の
方
法
等
」

　
�　
開
示
の
実
施
の
方
法
等
に
つ
い
て
は
，（
※
）
表
面
（
又
は
別
紙
）
の
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
す
る
旨
の
決

定
の
通
知
（
以
下
「
通
知
」
と
い
い
ま
す
。）
を
受
け
取
っ
た
日
か
ら
30日

以
内
に
，
同
封
し
た
「
保
有
個
人
情

報
の
開
示
の
実
施
方
法
等
申
出
書
」
に
よ
り
開
示
の
実
施
の
申
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
�　
開
示
の
実
施
の
方
法
は
，
通
知
の
４
⑴
「
開
示
の
実
施
の
方
法
等
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
方
法
か
ら
自
由
に
選

択
で
き
ま
す
。

　
�　
個
人
情
報
窓
口
（
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
を
い
い
ま
す
。）
に
お
け
る
開
示
の
実
施
を

選
択
さ
れ
る
場
合
は
，
通
知
の
４
⑵
「
個
人
情
報
窓
口
に
お
け
る
開
示
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
時
及
び
場

所
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
日
時
か
ら
，
希
望
の
日
時
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
記
載
さ
れ
た
日
時
に
都
合
が
よ
い

も
の
が
な
い
場
合
は
，
通
知
の
「
連
絡
先
」
に
記
載
し
た
担
当
班
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　
�　
な
お
，
開
示
の
実
施
の
準
備
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
，「
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施
方
法
等
申
出

書
」
は
開
示
を
受
け
る
希
望
日
の
〇
〇
日
前
に
は
当
方
に
届
く
よ
う
に
提
出
願
い
ま
す
。

　
�　
ま
た
，
本
人
限
定
受
取
郵
便
に
よ
る
写
し
の
送
付
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
，「
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施

方
法
等
申
出
書
」
に
よ
り
そ
の
旨
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　
　
な
お
，
こ
の
場
合
は
，
別
途
，
複
写
及
び
郵
送
に
係
る
費
用
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

２
　
決
定
に
対
す
る
審
査
請
求
等

　
�　
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
，
行
政
不
服
審
査
法
又
は
行
政
事
件
訴
訟
法
の
規
定
に
基
づ
き
，
審
査
請

求
又
は
決
定
の
取
消
の
訴
え
（
取
消
訴
訟
）
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
�　
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
，
通
知
の
「
２
　
不
開
示
と
し
た
部
分
と
そ
の
理
由
」
の
（
教
示
）
を
お
読
み
く
だ

さ
い
。

３
　
開
示
の
実
施
に
つ
い
て

　
⑴
�　
個
人
情
報
窓
口
に
お
け
る
開
示
の
実
施
を
選
択
さ
れ
，
そ
の
旨
「
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施
方
法
等
申

出
書
」
に
よ
り
申
し
出
ら
れ
た
場
合
は
，
開
示
を
受
け
る
当
日
，
個
人
情
報
窓
口
に
来
ら
れ
る
際
に
，
こ
の
通

知
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
⑵
�　
本
人
限
定
受
取
郵
便
に
よ
る
写
し
の
送
付
を
希
望
さ
れ
た
場
合
は
，「
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施
方
法

等
申
出
書
」
の
送
付
後
に
こ
ち
ら
か
ら
お
知
ら
せ
す
る
送
付
に
要
す
る
費
用
を
現
金
書
留
又
は
国
内
郵
便
為
替

に
よ
り
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
⑶
�　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
４
年
宮
城
県
条
例
第
72号
）
第
３
条
の
規
定
に
よ
り
，

の
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
90日
を
経
過
す
る
と
開
示
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
　
�　
正
当
な
理
由
に
よ
り
こ
の
期
間
内
に
開
示
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
，
連
絡
先
の
担
当
班
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

４
　
連
絡
先

　
�　
開
示
の
実
施
方
法
等
，
審
査
請
求
の
方
法
等
に
つ
い
て
ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
，
連
絡
先
の
担
当
班
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
（
※
）
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
す
る
旨
の
決
定（
通
知
）が
２
枚
に
わ
た
る
場
合
は
，本
説
明
事
項
は
別
紙
と
な
り
ま
す
。



号外第３号　令和５年３月２日　木曜日 （6）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
4
号
（
第
４
条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
し
な
い
旨
の
決
定
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
開
示
請
求
の
あ
り
ま
し
た
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
，
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律
（
平
成
15年
法
律
第
57号
）
第
82条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
全
部
を
開
示
し
な
い

こ
と
に
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

記

開
示
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情
報
の
名
称
等

開
示
を
し
な
い
�

こ
と
と
し
た
理
由

（
教
示
）

⑴
�　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
�

に
，
宮
城
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
，
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
，
審
査
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

⑵
�　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
�

（
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
，
審
査
請
求
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
６
か
月
以
内
）
に
，
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表
す
る
者
は
宮
城
県
知
事
と
な
り
ま
す
。），

こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
決
定
又
は
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
，
決
定
又
は
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
，
決
定
の
取
消
し
の

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

�
＜
連
絡
先
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
宮
城
県
　
　
部
　
　
課
（
室
）
所
　
　
班
　
　
　

�
電
　
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
e-m
ail：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

様
式
第
5
号
（
第
５
条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等
の
期
限
の
延
長
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
開
示
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
，
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
（
平
成
15年
法
律
第
57号
）
第
83条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
開
示
決
定
等
の
期
限
を
延

長
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

記

開
示
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情
報
の
名
称
等

延
長
後
の
期
間

　
　
　
日
（
開
示
決
定
等
期
限
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
）

延
長
の
理
由

�
＜
連
絡
先
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
宮
城
県
　
　
部
　
　
課
（
室
）
所
　
　
班
　
　
　

�
電
　
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
e-m
ail：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



（7）　令和５年３月２日　木曜日 号外第３号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
6
号
（
第
６
条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等
の
期
限
の
特
例
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
開
示
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
，
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
（
平
成
15年
法
律
第
57号
）
第
84条
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
開
示
決
定
等
の
期
限
を
延
長
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

記

開
示
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情
報
の
名
称
等

法
第
84条
の
規
定
（
開
示
決
定
等

の
期
限
の
特
例
）を
適
用
す
る
理
由

残
り
の
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て

開
示
決
定
等
を
す
る
期
限

（
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で
に
可
能
な
部
分
に
つ
い
て
開
示
決
定
等
を

行
い
，
残
り
の
部
分
に
つ
い
て
は
，
次
に
掲
載
す
る
期
限
ま
で
に
開
示
決
定

等
を
行
う
予
定
で
す
。）

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

�
＜
連
絡
先
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
宮
城
県
　
　
部
　
　
課
（
室
）
所
　
　
班
　
　
　

�
電
　
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
e-m
ail：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

様
式
第
7
号
（
第
７
条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
に
係
る
事
案
の
移
送
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
に
係
る
事
案
に
つ
い
て
，
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
15年
法
律
第
57号
）
第
85条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
移
送
し

ま
す
。

記

開
示
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情
報
の
名
称
等

開
示
請
求
者
氏
名
等

氏
　
名
：

住
所
又
は
居
所
：
〒

電
話
番
号
：（
　
　
　
）
　
　
－
　
　
　

　
法
定
代
理
人
又
は
任
意
代
理
人
に
よ
る
開
示
請
求
の
場
合

　
本
人
の
状
況
　
□
 未
成
年
者
（
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生
）　
　
□
 成
年
被
後
見
人

　
　
　
　
　
　
　
□
 任
意
代
理
人
委
任
者

　
本
人
の
氏
名
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
　

　
本
人
の
住
所
又
は
居
所
：
〒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
　

　
本
人
の
電
話
番
号
：（
　
　
　
）
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

添
付
資
料
等

・
　
開
示
請
求
書

・
　
移
送
前
に
行
っ
た
行
為
の
概
要
記
録

・・

備
考
（
複
数
の
他
の
行
政
機
関
の
長
等
に
移
送
す
る
場
合
に
は
，
そ
の
旨
）

�
＜
連
絡
先
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
宮
城
県
　
　
部
　
　
課
（
室
）
所
　
　
班
　
　
　

�
電
　
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
e-m
ail：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎧⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎩

⎫⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎭



号外第３号　令和５年３月２日　木曜日 （8）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
8
号
（
第
７
条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
に
係
る
事
案
の
移
送
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
に
係
る
事
案
に
つ
い
て
は
，
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
15年
法
律
第
57号
）
第
85条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
移
送

し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

　
な
お
，
保
有
個
人
情
報
の
開
示
決
定
等
は
，
下
記
の
移
送
先
の
行
政
機
関
等
に
お
い
て
行
わ
れ
ま
す
。

記

開
示
請
求
に
係
る
保
有
�

個
人
情
報
の
名
称
等

移
送
を
し
た
日
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

移
送

の
理

由

移
送
先
の
行
政
機
関
の
長
等

（
行
政
機
関
の
長
等
）

（
連
絡
先
）

　
部
局
課
室
所
名
：

　
所
在
地
：
〒

　
電
話
番
号
：（
　
　
　
）
　
　
－
　
　
　

�
＜
連
絡
先
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
宮
城
県
　
　
部
　
　
課
（
室
）
所
　
　
班
　
　
　

�
電
　
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
e-m
ail：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

様
式
第
9
号
（
第
８
条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
に
関
す
る
意
見
に
つ
い
て
（
照
会
）

　
あ
な
た
（
貴
団
体
）
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
，
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
（
平
成
15年
法
律
第
57号
）
第
77条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
請
求
が
あ
り
，
当
該
保
有
個
人
情
報
に
つ
い

て
開
示
決
定
等
を
行
う
際
の
参
考
と
す
る
た
め
，
同
法
第
86条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
御
意
見
を
伺
う
こ
と
と

し
ま
し
た
。

　
つ
き
ま
し
て
は
，
お
手
数
で
す
が
，
当
該
保
有
個
人
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
に
つ
き
御
意
見
が
あ
る
と
き
は
，
同

封
し
た
「
保
有
個
人
情
報
の
開
示
決
定
等
に
関
す
る
意
見
書
」
を
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
，
提
出
期
限
ま
で
に
意
見
書
の
提
出
が
な
い
場
合
に
は
，
特
に
御
意
見
が
な
い
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

記

開
示
請
求
に
係
る
保
有
�

個
人
情
報
の
名
称
等

開
示
請
求
の
年
月
日

　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
�

情
報
に
含
ま
れ
て
い
る
�

あ
な
た
（
貴
団
体
）
に
�

関
す
る
情
報
の
内
容

意
見
書
の
提
出
先

（
課
室
所
名
）

（
連
絡
先
）

　
所
在
地
：
〒

　
電
話
番
号
：（
　
　
　
）
　
　
－
　
　
　

意
見
書
の
提
出
期
限

　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

�
＜
連
絡
先
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
宮
城
県
　
　
部
　
　
課
（
室
）
所
　
　
班
　
　
　

�
電
　
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
e-m
ail：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



（9）　令和５年３月２日　木曜日 号外第３号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
１0号
（
第
８
条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
に
関
す
る
意
見
に
つ
い
て
（
照
会
）

　
あ
な
た
（
貴
団
体
）
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
，
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
（
平
成
15年
法
律
第
57号
。
以
下
「
法
」
と
い
い
ま
す
。）
第
77条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
請
求
が
あ
り
，

当
該
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
開
示
決
定
等
を
行
う
際
の
参
考
と
す
る
た
め
，
法
第
86条

第
２
項
の
規
定
に
基
づ

き
，
御
意
見
を
伺
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
つ
き
ま
し
て
は
，
お
手
数
で
す
が
，
当
該
保
有
個
人
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
に
つ
き
御
意
見
が
あ
る
と
き
は
，
同

封
し
た
「
保
有
個
人
情
報
の
開
示
決
定
等
に
関
す
る
意
見
書
」
を
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
，
提
出
期
限
ま
で
に
意
見
書
の
提
出
が
な
い
場
合
に
は
，
特
に
御
意
見
が
な
い
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

記

開
示
請
求
に
係
る
保
有
�

個
人
情
報
の
名
称
等

開
示
請
求
の
年
月
日

　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

法
第
86条

第
２
項
第
１
号
�

又
は
第
２
号
の
規
定
の
�

適
用
区
分
及
び
そ
の
理
由

適
用
区
分
　
　
□
　
第
１
号
　
　
　
□
　
第
２
号

（
適
用
理
由
）

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
�

情
報
に
含
ま
れ
て
い
る
�

あ
な
た
（
貴
団
体
）
に
�

関
す
る
情
報
の
内
容

意
見
書
の
提
出
先

（
課
室
所
名
）

（
連
絡
先
）

　
所
在
地
：
〒

　
電
話
番
号
：（
　
　
　
）
　
　
－
　
　
　

意
見
書
の
提
出
期
限

　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

�
＜
連
絡
先
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
宮
城
県
　
　
部
　
　
課
（
室
）
所
　
　
班
　
　
　

�
電
　
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
e-m
ail：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

様
式
第
１１号
（
第
８
条
関
係
）

保
有
個
人
情
報
の
開
示
決
定
等
に
関
す
る
意
見
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

（
ふ
り
が
な
）

�
氏
名
又
は
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
団
体
の
代
表
者
名
）

�
住
所
又
は
居
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
照
会
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
の
開
示
に
つ
い
て
，
下
記
の
と
お
り
意
見
を

提
出
し
ま
す
。

記

開
示
請
求
に
係
る
保
有
�

個
人
情
報
の
名
称
等

開
示
に
関
し
て
の
御
意
見

□
　
保
有
個
人
情
報
を
開
示
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
支
障
が
な
い
。

□
　
保
有
個
人
情
報
を
開
示
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
支
障
が
あ
る
。

　
⑴
　
支
障
（
不
利
益
）
が
あ
る
部
分

　
⑵
　
支
障
（
不
利
益
）
の
具
体
的
理
由

連
絡

先
（
電
　
話
）（
　
　
　
　
）
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
（
内
線
）

（
Ｆ
Ａ
Ｘ
）（
　
　
　
　
）
　
　
　
－

（
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
）



号外第３号　令和５年３月２日　木曜日 （10）宮　　城　　県　　公　　報
�

【
様
式
第
11号
（
第
８
条
関
係
）】

（
別
紙
）

保
有
個
人
情
報
の
開
示
決
定
等
に
関
す
る
意
見
書
の
記
載
方
法

１
　
「
開
示
に
関
し
て
の
御
意
見
」

　
�　
保
有
個
人
情
報
を
開
示
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
「
支
障
が
な
い
」
場
合
，「
支
障
が
あ
る
」
場
合
の
い
ず
れ
か

該
当
す
る
□
に
レ
点
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
�　
ま
た
，「
支
障
が
あ
る
」
を
選
択
さ
れ
た
場
合
に
は
，
⑴
支
障
が
あ
る
部
分
，
⑵
支
障
の
具
体
的
理
由
に
つ
い

て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　
「
連
絡
先
」

　
�　
本
意
見
書
の
内
容
に
つ
い
て
，
内
容
の
確
認
等
を
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
，
確
実
に
連
絡
が
取
れ
る
電
話

番
号
，
Ｆ
Ａ
Ｘ
（
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
）
番
号
，
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

３
　
担
当
連
絡
先

　
　
本
件
の
記
載
方
法
，
内
容
等
に
つ
い
て
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
，
次
の
連
絡
先
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
＜
連
絡
先
＞
　
宮
城
県
　
　
部
　
　
課
（
室
）
所
　
　
班

　
　
　
　
　
　
　
　
電
　
話
：
　

　
　
　
　
　
　
　
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
：

　
　
　
　
　
　
　
　
e-m
ail：

様
式
第
１２号
（
第
８
条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

反
対
意
見
書
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
決
定
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
あ
な
た
（
貴
団
体
）
か
ら
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
「
保
有
個
人
情
報
の
開
示
決
定
等
に
係
る
意
見
書
」

の
提
出
が
あ
り
ま
し
た
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
，
下
記
の
と
お
り
開
示
決
定
し
ま
し
た
の
で
，
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
15年
法
律
第
57号
）
第
86条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

記

開
示
請
求
に
係
る
保
有
�

個
人
情
報
の
名
称
等

開
示
す
る
こ
と
と
し
た
理
由

開
示
決
定
を
し
た
日

　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

開
示
を
実
施
す
る
日

　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

（
教
示
）

⑴
�　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
�

に
，
宮
城
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
，
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
，
審
査
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

⑵
�　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
�

（
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
，
審
査
請
求
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
６
か
月
以
内
）
に
，
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表
す
る
者
は
宮
城
県
知
事
と
な
り
ま
す
。），

こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
決
定
又
は
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
，
決
定
又
は
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
，
決
定
の
取
消
し
の

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

�
＜
連
絡
先
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
宮
城
県
　
　
部
　
　
課
（
室
）
所
　
　
班
　
　
　

�
電
　
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
e-m
ail：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



（11）　令和５年３月２日　木曜日 号外第３号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
１３号
（
第
９
条
関
係
）

保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施
方
法
等
申
出
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

（
ふ
り
が
な
）

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所
又
は
居
所
　
〒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
話
（
　
　
）
　
　
－
　
　
　
　

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
任
意
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
15年
法
律
第
57号
）
第
87条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
下
記
の
と
お

り
申
出
を
し
ま
す
。

記
１
　
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書
の
番
号
等

　
　
文
書
番
号
：
　
　
　
　
　
第
　
　
　
　
　
　
　
号

　
　
日
　
　
付
：
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

２
　
求
め
る
開
示
の
実
施
方
法

開
示
請
求
に
係
る
保
有
�

個
人
情
報
の
名
称
等

実
施
の
方
法

⑴
　
閲
　
　
　
　
覧
①
　
全
部

②
　
一
部
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

⑵
�　
複
写
し
た
も
の

の
交
付

①
　
全
部

②
　
一
部
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

３
　
開
示
の
実
施
を
希
望
す
る
日

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
午
前
　
・
　
午
後

４
　
本
人
限
定
受
取
郵
便
に
よ
る
写
し
の
送
付
の
希
望
の
有
無
　
　
〔
　
□
 有
　
　
　
□
 無
　
〕

�
＜
連
絡
先
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
宮
城
県
　
　
部
　
　
課
（
室
）
所
　
　
班
　
　
　

�
電
　
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
e-m
ail：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

様
式
第
１4号
（
第
10条
関
係
）

保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
書

�
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

（
ふ
り
が
な
）

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
住
所
又
は
居
所
　
〒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
話
（
　
　
　
）
　
　
－
　
　
　
　
　
　

�
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
任
意
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
15年
法
律
第
57号
）
第
91条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
下
記
の
と
お

り
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
請
求
し
ま
す
。

記

訂
正
請
求
に
係
る
保
有
個
人
�

情
報
の
開
示
を
受
け
た
日

　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

開
示
決
定
に
基
づ
き
開
示
�

を
受
け
た
保
有
個
人
情
報

開
示
決
定
通
知
書
の
文
書
番
号
：
　
　
　
　
　
　
日
付
：
　
　
�年
　
�月
　
�日

開
示
決
定
に
基
づ
き
開
示
を
受
け
た
保
有
個
人
情
報
の
名
称
等

　
�

　

訂
正
請
求
の
趣
旨
及
び
理
由
（
趣
旨
）

（
理
由
）

１
　
訂
正
請
求
者
　
　
　
　
　
□
 本
人
　
　
□
 法
定
代
理
人
　
　
□
 任
意
代
理
人

２
　
請
求
者
本
人
確
認
書
類

　
　
□
 運
転
免
許
証
　
　
　
 □
 健
康
保
険
被
保
険
者
証
　
　
　
 □
 個
人
番
号
カ
ー
ド

　
　
□
 在
留
カ
ー
ド
，
特
別
永
住
者
証
明
書
又
は
特
別
永
住
者
証
明
書
と
み
な
さ
れ
る
外
国
人
登
録
証
明
書

　
　
□
 そ
の
他
（
　
　
　
　
　
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
※
 郵
送
に
よ
り
請
求
す
る
場
合
に
は
，
加
え
て
住
民
票
の
写
し
等
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

３
　
本
人
の
状
況
等
（
法
定
代
理
人
又
は
任
意
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
に
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）

　
⑴
　
本
人
の
状
況
　
□
 未
成
年
者
（
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
生
）
　
□
 成
年
被
後
見
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
 任
意
代
理
人
委
任
者

　
　
　
（
ふ
り
が
な
）

　
⑵
　
本
人
の
氏
名
　
�

　

　
⑶
　
本
人
の
住
所
又
は
居
所
　
�

　

　
⑷
　
本
人
の
電
話
番
号
　（
　
　
　
　
）
　
　
　
－
�

　
４
　
法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
，
次
の
い
ず
れ
か
の
書
類
を
提
示
し
，
又
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
請
求
資
格
確
認
書
類
　
□
 戸
籍
謄
本
　
□
 登
記
事
項
証
明
書
　
□
 そ
の
他
（
�

）
５
　
任
意
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
，
次
の
書
類
を
提
示
し
，
又
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
請
求
資
格
確
認
書
類
　
□
 委
任
状
　
　
□
 そ
の
他
（
�

）
※
　
次
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い

担
当
課
（
室
）
所

電
話

（
　
　
　
）
　
　
－
　
　
　
　
内
線
　
　



号外第３号　令和５年３月２日　木曜日 （12）宮　　城　　県　　公　　報
�

【
様
式
第
14号
（
第
10条
関
係
）】

６
　
本
人
確
認
書
類
等

　
⑴
　
個
人
情
報
窓
口
に
お
け
る
訂
正
請
求
の
場
合

　
　
�　
来
庁
し
て
個
人
情
報
窓
口
（
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
を
い
い
ま
す
。）
に
お
い
て
訂

正
請
求
を
す
る
場
合
，
本
人
確
認
の
た
め
，
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
15年

政
令
第

507号
）
第
29条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
令
第
22条
（
第
４
項
及
び
第
５
項
を
除
く
。）
に
規
定
す

る
運
転
免
許
証
，健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
，個
人
番
号
カ
ー
ド（
た
だ
し
，個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
は
不
可
。），

在
留
カ
ー
ド
，
特
別
永
住
者
証
明
書
又
は
特
別
永
住
者
証
明
書
と
み
な
さ
れ
る
外
国
人
登
録
証
明
書
等
の
住

所
・
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
書
類
を
提
示
し
，
又
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ど
の
よ
う
な
書
類
が
本
人
確
認

書
類
に
当
た
る
の
か
分
か
ら
な
い
場
合
や
，
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
が
で
き
な
い
場
合
は
，
個
人
情

報
窓
口
に
事
前
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
⑵
　
郵
送
に
よ
る
訂
正
請
求
の
場
合

　
　
�　
郵
送
に
よ
り
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
請
求
を
す
る
場
合
に
は
，
⑴
の
本
人
確
認
書
類
を
複
写
機
に
よ
り
複
写

し
た
も
の
に
併
せ
て
，
住
民
票
の
写
し
（
た
だ
し
，
訂
正
請
求
の
前
30日
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
り
ま

す
。）
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
住
民
票
の
写
し
は
，
市
町
村
が
発
行
す
る
公
文
書
で
あ
り
，
そ
の
複
写
物
に

よ
る
提
出
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
住
民
票
の
写
し
が
提
出
で
き
な
い
場
合
は
，
個
人
情
報
窓
口
に
事
前
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
�　
な
お
，
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
を
提
出
す
る
場
合
は
，
表
面
の
み
を
複
写
し
，

住
民
票
の
写
し
に
つ
い
て
は
，
個
人
番
号
の
記
載
が
あ
る
場
合
，
個
人
番
号
を
黒
塗
り
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
，
被
保
険
者
証
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
を
提
出
す
る
場
合
は
，
保
険
者
番
号
及
び
被
保
険
者
等
記

号
・
番
号
を
黒
塗
り
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
⑶
　
代
理
人
に
よ
る
訂
正
請
求
の
場
合

　
　
�　
「
本
人
の
状
況
等
」
欄
は
，
代
理
人
に
よ
る
訂
正
請
求
の
場
合
に
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
必
要
な
記
載

事
項
は
，
保
有
個
人
情
報
の
本
人
の
状
況
，
本
人
の
氏
名
，
本
人
の
住
所
又
は
居
所
及
び
本
人
の
電
話
番
号
で

す
。

　
　
�　
代
理
人
の
う
ち
，
法
定
代
理
人
が
訂
正
請
求
を
す
る
場
合
に
は
，
戸
籍
謄
本
，
戸
籍
抄
本
，
成
年
後
見
登
記

の
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
法
定
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
た
だ
し
，
訂
正
請
求
の
前
30日
以

内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
り
ま
す
。）
を
提
示
し
，
又
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
�　
な
お
，
戸
籍
謄
本
そ
の
他
法
定
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
は
，
市
町
村
等
が
発
行
す
る
公
文
書

で
あ
り
，
そ
の
複
写
物
に
よ
る
提
示
又
は
提
出
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
　
�　
代
理
人
の
う
ち
，
任
意
代
理
人
が
訂
正
請
求
を
す
る
場
合
に
は
，
委
任
状
そ
の
他
そ
の
資
格
を
証
明
す
る
書

類
（
た
だ
し
，
訂
正
請
求
の
前
30日

以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
り
ま
す
。）
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
た

だ
し
，
委
任
状
に
つ
い
て
は
，
①
委
任
者
の
実
印
に
よ
り
押
印
し
た
上
で
印
鑑
登
録
証
明
書
（
た
だ
し
，
訂
正

請
求
の
前
30日

以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
り
ま
す
。）
を
添
付
す
る
か
又
は
②
委
任
者
の
運
転
免
許
証
，

個
人
番
号
カ
ー
ド
（
た
だ
し
，
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
は
不
可
。）
等
本
人
に
対
し
一
に
限
り
発
行
さ
れ
る
書

類
の
写
し
を
併
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
な
お
，
委
任
状
は
，
そ
の
複
写
物
に
よ
る
提
出
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

�
【
様
式
第
14号
（
第
10条
関
係
）】

（
別
　
紙
）

保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
書
の
記
載
方
法

１
　
「
氏
名
」，「
住
所
又
は
居
所
」，「
電
話
番
号
」，「
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
」

　
�　
訂
正
請
求
者
（
法
定
代
理
人
又
は
任
意
代
理
人
（
以
下
「
代
理
人
」
と
い
う
。）
の
氏
名
（
６
⑴
の
本
人
確
認

書
類
で
確
認
で
き
る
場
合
は
旧
姓
も
可
）
及
び
住
所
又
は
居
所
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
こ
に
記
載
さ
れ
た
氏

名
及
び
住
所
又
は
居
所
に
よ
り
訂
正
決
定
通
知
等
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
，正
確
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
�　
ま
た
，
連
絡
を
行
う
際
に
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
，
訂
正
請
求
者
本
人
と
直
接
連
絡
可
能
な
電
話
番
号
（
必
須
）

及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
任
意
）
も
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　
訂
正
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
た
日

　
　
３
①
及
び
②
に
掲
げ
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施
を
受
け
た
日
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

３
　
「
開
示
決
定
に
基
づ
き
開
示
を
受
け
た
保
有
個
人
情
報
」

　
　
「
開
示
決
定
に
基
づ
き
開
示
を
受
け
た
保
有
個
人
情
報
」
の
名
称
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
�　
な
お
，
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
15年

法
律
第
57号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
に
よ
り
保
有

個
人
情
報
の
訂
正
請
求
が
で
き
る
の
は
次
に
掲
げ
る
も
の
で
す
。

　
①
　
開
示
決
定
に
基
づ
き
開
示
を
受
け
た
保
有
個
人
情
報
（
法
第
90条
第
１
項
第
１
号
）

　
②
�　
開
示
決
定
に
係
る
保
有
個
人
情
報
で
あ
っ
て
，
法
第
88条
第
１
項
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
開
示
を
受
け

た
も
の
（
法
第
90条
第
１
項
第
２
号
）

４
　
「
訂
正
請
求
の
趣
旨
及
び
理
由
」

　
⑴
　
訂
正
請
求
の
趣
旨

　
　
　
ど
の
よ
う
な
訂
正
を
求
め
る
か
に
つ
い
て
簡
潔
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
⑵
　
訂
正
請
求
の
理
由

　
　
　
訂
正
請
求
の
趣
旨
を
裏
付
け
る
根
拠
を
明
確
か
つ
簡
潔
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
�　
な
お
，
本
欄
に
記
載
し
き
れ
な
い
場
合
に
は
，
本
欄
を
参
考
に
別
葉
に
記
載
し
，
本
請
求
書
に
添
付
し
て
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

５
　
訂
正
請
求
の
期
限
に
つ
い
て

　
�　
訂
正
請
求
は
，
法
第
90条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
，
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
た
日
か
ら
90日
以
内
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

�
（
裏
面
へ
続
く
）



（13）　令和５年３月２日　木曜日 号外第３号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
１5号
（
第
11条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
す
る
旨
の
決
定
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
訂
正
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
，
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
（
平
成
15年
法
律
第
57号
）
第
93条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
訂
正
す
る
こ
と
と
決
定
し

た
の
で
通
知
し
ま
す
。

記

訂
正
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情
報
の
名
称
等

訂
正
請
求
の
趣
旨

訂
正
決
定
を
す
る
�

内
容
及
び
理
由

（
訂
正
内
容
）

（
訂
正
理
由
）

（
教
示
）

⑴
�　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
�

に
，
宮
城
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
，
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
，
審
査
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

⑵
�　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
�

（
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
，
審
査
請
求
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
６
か
月
以
内
）
に
，
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表
す
る
者
は
宮
城
県
知
事
と
な
り
ま
す
。），

こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
決
定
又
は
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
，
決
定
又
は
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
，
決
定
の
取
消
し
の

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

�
＜
連
絡
先
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
宮
城
県
　
　
部
　
　
課
（
室
）
所
　
　
班
　
　
　

�
電
　
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
e-m
ail：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

様
式
第
１6号
（
第
11条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
し
な
い
旨
の
決
定
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
訂
正
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
，
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
（
平
成
15年
法
律
第
57号
）
第
93条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
，
訂
正
を
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
の
で
，

下
記
の
と
お
り
通
知
し
ま
す
。

記

訂
正
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情
報
の
名
称
等

訂
正
を
し
な
い
こ
と
�

と
し
た
理
由

（
教
示
）

⑴
�　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
�

に
，
宮
城
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
，
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
，
審
査
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

⑵
�　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
�

（
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
，
審
査
請
求
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
６
か
月
以
内
）
に
，
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表
す
る
者
は
宮
城
県
知
事
と
な
り
ま
す
。），

こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
決
定
又
は
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
，
決
定
又
は
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
，
決
定
の
取
消
し
の

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

�
＜
連
絡
先
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
宮
城
県
　
　
部
　
　
課
（
室
）
所
　
　
班
　
　
　

�
電
　
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
e-m
ail：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



号外第３号　令和５年３月２日　木曜日 （14）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
１7号
（
第
12条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
等
の
期
限
の
延
長
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
訂
正
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
，
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
（
平
成
15年
法
律
第
57号
）
第
94条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
訂
正
決
定
等
の
期
限
を
延

長
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

記

訂
正
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情
報
の
名
称
等

延
長
後
の
期
間

　
　
　
日
（
訂
正
決
定
等
期
限
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
）

延
長
の
理
由

�
＜
連
絡
先
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
宮
城
県
　
　
部
　
　
課
（
室
）
所
　
　
班
　
　
　

�
電
　
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
e-m
ail：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

様
式
第
１8号
（
第
13条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
等
の
期
限
の
特
例
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
訂
正
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
，
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
（
平
成
15年
法
律
第
57号
）
第
95条
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
訂
正
決
定
等
の
期
限
を
延
長
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

記

訂
正
請
求
に
係
る
保
有
�

個
人
情
報
の
名
称
等

法
第
95条
の
規
定
（
訂
正
決
定
等
の

期
限
の
特
例
）
を
適
用
す
る
理
由

訂
正
決
定
等
を
す
る
期
限

　
　
　
　
　
�年
　
　
　
�月
　
　
　
�日

�
＜
連
絡
先
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
宮
城
県
　
　
部
　
　
課
（
室
）
所
　
　
班
　
　
　

�
電
　
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
e-m
ail：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



（15）　令和５年３月２日　木曜日 号外第３号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
１9号
（
第
14条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
に
係
る
事
案
の
移
送
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
訂
正
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
，
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
（
平
成
15年
法
律
第
57号
）
第
96条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
移
送
し
ま
す
。

記

訂
正
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情
報
の
名
称
等

訂
正
請
求
者
名
等

氏
　
名
：

住
所
又
は
居
所
：
〒

電
話
番
号
：（
　
　
　
）
　
　
－
　
　
　

　
法
定
代
理
人
又
は
任
意
代
理
人
に
よ
る
訂
正
請
求
の
場
合

　
本
人
の
状
況
　
□
 未
成
年
者
（
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生
）　
　
□
 成
年
被
後
見
人

　
　
　
　
　
　
　
□
 任
意
代
理
人
委
任
者

　
本
人
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
　

　
本
人
の
住
所
又
は
居
所
　
〒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
　

　
本
人
の
電
話
番
号
　（
　
　
　
）
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

添
付
資
料
等

・
訂
正
請
求
書

・
移
送
前
に
行
っ
た
行
為
の
概
要
記
録

・・

備
考
（
複
数
の
他
の
行
政
機
関
の
長
等
に
移
送
す
る
場
合
に
は
，
そ
の
旨
）

�
＜
連
絡
先
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
宮
城
県
　
　
部
　
　
課
（
室
）
所
　
　
班
　
　
　

�
電
　
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
e-m
ail：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

様
式
第
２0号
（
第
14条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
に
係
る
事
案
の
移
送
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
訂
正
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
，
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
（
平
成
15年
法
律
第
57号
）
第
96条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
事
案
を
移
送
し
た
の
で
通

知
し
ま
す
。

　
な
お
，
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
決
定
等
は
，
下
記
の
移
送
先
の
行
政
機
関
等
に
お
い
て
行
わ
れ
ま
す
。

記

訂
正
請
求
に
係
る
保
有
�

個
人
情
報
の
名
称
等

移
送
を
し
た
日
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

移
送

の
理

由

移
送
先
の
行
政
機
関
の
長
等

（
行
政
機
関
の
長
等
）

（
連
絡
先
）

　
部
局
課
室
名
：

　
所
　
在
　
地
：
〒

　
電
話
番
号
：
　

備
考

�
＜
連
絡
先
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
宮
城
県
　
　
部
　
　
課
（
室
）
所
　
　
班
　
　
　

�
電
　
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
e-m
ail：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎧⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎩

⎫⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎭



号外第３号　令和５年３月２日　木曜日 （16）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
２１号
（
第
15条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

提
供
を
し
て
い
る
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
す
る
旨
の
決
定
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
貴
殿
（
貴
団
体
，
貴
職
）
に
提
供
し
て
い
る
下
記
の
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
，
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
（
平
成
15年
法
律
第
57号
）
第
92条
の
規
定
に
よ
り
訂
正
を
実
施
し
ま
し
た
の
で
，
同
法
第
97条
の
規
定
に
よ

り
，
通
知
し
ま
す
。

記

訂
正
請
求
に
係
る
保
有
�

個
人
情
報
の
名
称
等

訂
正
請
求
者
の
氏
名

等
保
有
個
人
情
報
を

特
定
す
る
た
め
の
情
報

（
氏
名
，
住
所
等
）

訂
正
請
求
の
趣
旨

訂
正
決
定
を
す
る
�

内
容
及
び
理
由

（
訂
正
内
容
）

（
訂
正
理
由
）

�
＜
連
絡
先
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
宮
城
県
　
　
部
　
　
課
（
室
）
所
　
　
班
　
　
　

�
電
　
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
e-m
ail：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

様
式
第
２２号
（
第
16条
関
係
）

保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書

�
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

（
ふ
り
が
な
）

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
住
所
又
は
居
所
　
〒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
話
（
　
　
　
）
　
　
－
　
　
　
　
　
　

�
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
任
意
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
15年
法
律
第
57号
）
第
99条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
下
記
の
と
お

り
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
を
請
求
し
ま
す
。

記

利
用
停
止
請
求
に
係
る
保
有
個
人

情
報
の
開
示
を
受
け
た
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

開
示
決
定
に
基
づ
き
開
示
を
�

受
け
た
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書
の
文
書
番
号
：
　
　
　
　
日
付
：
　
　
�年
　
�月
　
�日

開
示
決
定
に
基
づ
き
開
示
を
受
け
た
保
有
個
人
情
報

　
�

　

利
用
停
止
請
求
の
趣
旨
及
び
理
由

（
趣
旨
）

　
□
 第
１
号
該
当
　
→
　
□
 利
用
の
停
止
，
　
□
 消
去

　
□
 第
２
号
該
当
　
→
　
提
供
の
停
止

（
理
由
）

１
　
利
用
停
止
請
求
者
　
　
　
□
 本
人
　
　
□
 法
定
代
理
人
　
　
□
 任
意
代
理
人

２
　
請
求
者
本
人
確
認
書
類

　
　
□
 運
転
免
許
証
　
　
　
 □
 健
康
保
険
被
保
険
者
証
　
　
　
 □
 個
人
番
号
カ
ー
ド

　
　
□
 在
留
カ
ー
ド
，
特
別
永
住
者
証
明
書
又
は
特
別
永
住
者
証
明
書
と
み
な
さ
れ
る
外
国
人
登
録
証
明
書

　
　
□
 そ
の
他
（
　
　
　
　
　
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
※
 郵
送
に
よ
り
請
求
す
る
場
合
に
は
，
加
え
て
住
民
票
の
写
し
等
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

３
　
本
人
の
状
況
等
（
法
定
代
理
人
又
は
任
意
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
に
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）

　
　
⑴
　
本
人
の
状
況
　
□
 未
成
年
者
（
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
生
）　
□
 成
年
被
後
見
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
 任
意
代
理
人
委
任
者

　
　
　
　
（
ふ
り
が
な
）

　
　
⑵
　
本
人
の
氏
名
　
�

　

　
　
⑶
　
本
人
の
住
所
又
は
居
所
　
�

　

　
　
⑷
　
本
人
の
電
話
番
号
（
　
　
　
　
）
　
　
　
－
�

　
４
　
法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
，
次
の
い
ず
れ
か
の
書
類
を
提
示
し
，
又
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
請
求
資
格
確
認
書
類
　
□
 戸
籍
謄
本
　
□
 登
記
事
項
証
明
書
　
□
 そ
の
他
（
�

）
５
　
任
意
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
，
次
の
書
類
を
提
示
し
，
又
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
請
求
資
格
確
認
書
類
　
□
 委
任
状
　
　
□
 そ
の
他
（
�

）
※
　
次
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い

担
当
課
（
室
）
所

電
話

（
　
　
　
）
　
　
－
　
　
　
　
内
線
　
　



（17）　令和５年３月２日　木曜日 号外第３号宮　　城　　県　　公　　報
�

【
様
式
第
22号
（
第
16条
関
係
）】

（
別
　
紙
）

保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書
の
記
載
方
法

１
　
「
氏
名
」，「
住
所
又
は
居
所
」，「
電
話
」，「
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
」

　
�　
利
用
停
止
請
求
者
（
法
定
代
理
人
又
は
任
意
代
理
人
（
以
下
「
代
理
人
」
と
い
う
。）
の
氏
名
（
６
⑴
の
本
人

確
認
書
類
で
確
認
で
き
る
場
合
は
旧
姓
も
可
）
及
び
住
所
又
は
居
所
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
こ
に
記
載
さ
れ

た
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
に
よ
り
利
用
停
止
決
定
通
知
等
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
，
正
確
に
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。

　
�　
ま
た
，連
絡
を
行
う
際
に
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
，利
用
停
止
請
求
者
本
人
と
直
接
連
絡
可
能
な
電
話
番
号（
必

須
）
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
任
意
）
も
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　
「
利
用
停
止
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
た
日
」

　
　
３
①
及
び
②
に
掲
げ
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施
を
受
け
た
日
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

３
　
「
開
示
決
定
に
基
づ
き
開
示
を
受
け
た
保
有
個
人
情
報
」

　
　
「
開
示
決
定
に
基
づ
き
開
示
を
受
け
た
保
有
個
人
情
報
」
の
名
称
等
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
�　
な
お
，
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
に
よ
り
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
請

求
が
で
き
る
の
は
次
に
掲
げ
る
も
の
で
す
。

　
①
　
開
示
決
定
に
基
づ
き
開
示
を
受
け
た
保
有
個
人
情
報
（
法
第
90条
第
１
項
第
１
号
）

　
②
�　
開
示
決
定
に
係
る
保
有
個
人
情
報
で
あ
っ
て
，
法
第
88条
第
１
項
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
開
示
を
受
け

た
も
の
（
法
第
90条
第
１
項
第
２
号
）

４
　
「
利
用
停
止
請
求
の
趣
旨
及
び
理
由
」

　
⑴
　
利
用
停
止
請
求
の
趣
旨

　
　
�　
「
利
用
停
止
請
求
の
趣
旨
」
は
，「
第
１
号
該
当
」，「
第
２
号
該
当
」
の
い
ず
れ
か
該
当
す
る
□
に
レ
点
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
イ
�　
「
第
１
号
該
当
」
に
は
，
法
第
61条
第
２
項
の
規
定
（
個
人
情
報
の
保
有
制
限
）
に
違
反
し
て
保
有
さ
れ

て
い
る
と
き
，
法
第
63条
の
規
定
（
不
適
正
な
利
用
の
禁
止
）
に
違
反
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
と
き
，
法

第
64条
の
規
定
（
適
正
取
得
）
に
違
反
し
て
取
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
又
は
法
第
69条
第
１
項
及
び
第

２
項
の
規
定
（
目
的
外
利
用
制
限
）
に
違
反
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
と
き
に
，
□
に
レ
点
を
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
ま
た
，「
利
用
の
停
止
」
又
は
「
消
去
」
の
い
ず
れ
か
に
レ
点
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
ロ
�　
「
第
２
号
該
当
」
に
は
，
法
第
69条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
（
目
的
外
提
供
制
限
）
又
は
法
第
71条

第
１
項
の
規
定
（
外
国
第
三
者
提
供
制
限
）
に
違
反
し
て
他
の
行
政
機
関
等
や
外
国
に
あ
る
第
三
者
等
に
提

供
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
と
き
に
，
□
に
レ
点
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
⑵
　
利
用
停
止
請
求
の
理
由

　
　
�　
「
利
用
停
止
請
求
の
理
由
」
は
，
利
用
停
止
請
求
の
趣
旨
を
裏
付
け
る
根
拠
を
明
確
か
つ
簡
潔
に
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。

　
　
�　
な
お
，
本
欄
に
記
載
し
き
れ
な
い
場
合
に
は
，
本
欄
を
参
考
に
別
葉
に
記
載
し
，
本
請
求
書
に
添
付
し
て
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

�
（
裏
面
へ
続
く
）

�
【
様
式
第
22号
（
第
16条
関
係
）】

５
　
利
用
停
止
請
求
の
期
限
に
つ
い
て

　
�　
利
用
停
止
請
求
は
，
法
第
98条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
，
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
た
日
か
ら
90日
以
内

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

６
　
本
人
確
認
書
類
等

　
⑴
　
個
人
情
報
窓
口
に
お
け
る
利
用
停
止
請
求
の
場
合

　
　
�　
来
庁
し
て
個
人
情
報
窓
口
（
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
を
い
い
ま
す
。）
に
お
い
て
利

用
停
止
請
求
を
す
る
場
合
，
本
人
確
認
の
た
め
，
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
15年
政
令

第
507号

）
第
29条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
令
第
22条
（
第
４
項
及
び
第
５
項
を
除
く
。）
に
規
定

す
る
運
転
免
許
証
，健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
，個
人
番
号
カ
ー
ド（
た
だ
し
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
は
不
可
），

在
留
カ
ー
ド
，
特
別
永
住
者
証
明
書
又
は
特
別
永
住
者
証
明
書
と
み
な
さ
れ
る
外
国
人
登
録
証
明
書
等
の
住

所
・
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
書
類
を
提
示
し
，
又
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ど
の
よ
う
な
書
類
が
本
人
確
認

書
類
に
当
た
る
の
か
分
か
ら
な
い
場
合
や
，
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
が
で
き
な
い
場
合
は
，
個
人
情

報
窓
口
に
事
前
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
⑵
　
郵
送
に
よ
る
利
用
停
止
請
求
の
場
合

　
　
�　
郵
送
に
よ
り
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
請
求
を
す
る
場
合
に
は
，
⑴
の
本
人
確
認
書
類
を
複
写
機
に
よ
り

複
写
し
た
も
の
に
併
せ
て
，
住
民
票
の
写
し
（
た
だ
し
，
利
用
停
止
請
求
の
前
30日
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の

に
限
り
ま
す
。）
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
住
民
票
の
写
し
は
，
市
町
村
が
発
行
す
る
公
文
書
で
あ
り
，
そ
の

複
写
物
に
よ
る
提
出
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
住
民
票
の
写
し
が
提
出
で
き
な
い
場
合
は
，
個
人
情
報
窓
口
に
事

前
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
�　
な
お
，
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
を
提
出
す
る
場
合
は
，
表
面
の
み
複
写
し
，
住

民
票
の
写
し
に
つ
い
て
は
，
個
人
番
号
の
記
載
が
あ
る
場
合
，
当
該
個
人
番
号
を
黒
塗
り
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
，
被
保
険
者
証
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
を
提
出
す
る
場
合
は
，
保
険
者
番
号
及
び
被
保
険
者
等
記

号
・
番
号
を
黒
塗
り
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
⑶
　
代
理
人
に
よ
る
利
用
停
止
請
求
の
場
合

　
　
�　
「
本
人
の
状
況
等
」
欄
は
，
代
理
人
に
よ
る
利
用
停
止
請
求
の
場
合
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
必
要
な
記
載

事
項
は
，
保
有
個
人
情
報
の
本
人
の
状
況
，
本
人
の
氏
名
，
本
人
の
住
所
又
は
居
所
及
び
本
人
の
電
話
番
号
で

す
。

　
　
�　
代
理
人
の
う
ち
，
法
定
代
理
人
が
利
用
停
止
請
求
を
す
る
場
合
に
は
，
戸
籍
謄
本
，
戸
籍
抄
本
，
成
年
後
見

登
記
の
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
法
定
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
た
だ
し
，
利
用
停
止
請
求
の

前
30日
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
り
ま
す
。）
を
提
示
し
，
又
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
�　
な
お
，
戸
籍
謄
本
そ
の
他
法
定
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
は
，
市
町
村
等
が
発
行
す
る
公
文
書

で
あ
り
，
そ
の
複
写
物
に
よ
る
提
示
又
は
提
出
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
　
�　
代
理
人
の
う
ち
，
任
意
代
理
人
が
利
用
停
止
請
求
を
す
る
場
合
に
は
，
委
任
状
そ
の
他
そ
の
資
格
を
証
明
す

る
書
類
（
た
だ
し
，
利
用
停
止
請
求
の
前
30日

以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
り
ま
す
。）
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
た
だ
し
，
委
任
状
に
つ
い
て
は
，
①
委
任
者
の
実
印
に
よ
り
押
印
し
た
上
で
印
鑑
登
録
証
明
書
（
た
だ

し
，
利
用
停
止
請
求
の
前
30日

以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
り
ま
す
。）
を
添
付
す
る
か
又
は
②
委
任
者
の

運
転
免
許
証
，
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
た
だ
し
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
は
不
可
）
等
本
人
に
対
し
一
に
限
り
発
行

さ
れ
る
書
類
の
写
し
を
併
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
な
お
，
委
任
状
は
，
そ
の
複
写
物
に
よ
る
提
出
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。



号外第３号　令和５年３月２日　木曜日 （18）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
２３号
（
第
17条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
を
す
る
旨
の
決
定
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
利
用
停
止
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
，
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律
（
平
成
15年

法
律
第
57号
）
第
101条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
，
利
用
停
止
を
す

る
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

記

利
用
停
止
請
求
に
係
る

保
有
個
人
情
報
の
名
称
等

利
用
停
止
請
求
の
趣
旨

利
用
停
止
決
定
を
す
る
�

内
容
及
び
理
由

（
利
用
停
止
決
定
の
内
容
）

（
利
用
停
止
の
理
由
）

（
教
示
）

⑴
�　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
�

に
，
宮
城
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
，
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
，
審
査
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

⑵
�　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
�

（
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
，
審
査
請
求
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
６
か
月
以
内
）
に
，
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表
す
る
者
は
宮
城
県
知
事
と
な
り
ま
す
。），

こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
決
定
又
は
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
，
決
定
又
は
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
，
決
定
の
取
消
し
の

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

�
＜
連
絡
先
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
宮
城
県
　
　
部
　
　
課
（
室
）
所
　
　
班
　
　
　

�
電
　
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
e-m
ail：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

様
式
第
２4号
（
第
17条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
を
し
な
い
旨
の
決
定
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
利
用
停
止
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
，
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律
（
平
成
15年

法
律
第
57号
）
第
101条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
，
利
用
停
止
を
し
な
い
こ
と
に
決
定

を
し
た
の
で
，
下
記
の
と
お
り
通
知
し
ま
す
。

記

利
用
停
止
請
求
に
係
る
�

保
有
個
人
情
報
の
名
称
等

利
用
停
止
を
し
な
い
�

こ
と
と
し
た
理
由

（
教
示
）

⑴
�　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
�

に
，
宮
城
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
，
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
，
審
査
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

⑵
�　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
�

（
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
，
審
査
請
求
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
６
か
月
以
内
）
に
，
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表
す
る
者
は
宮
城
県
知
事
と
な
り
ま
す
。），

こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
決
定
又
は
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
，
決
定
又
は
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
，
決
定
の
取
消
し
の

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

�
＜
連
絡
先
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
宮
城
県
　
　
部
　
　
課
（
室
）
所
　
　
班
　
　
　

�
電
　
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
e-m
ail：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



（19）　令和５年３月２日　木曜日 号外第３号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
２5号
（
第
18条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
等
の
期
限
の
延
長
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
利
用
停
止
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
，
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律
（
平
成
15年

法
律
第
57号
）
第
102条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
利
用
停
止
決
定
等

の
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。記

利
用
停
止
請
求
に
係
る
�

保
有
個
人
情
報
の
名
称
等

延
長
後
の
期
間

　
　
　
日
（
利
用
停
止
決
定
等
の
期
限
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
）

延
長

の
理

由

�
＜
連
絡
先
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
宮
城
県
　
　
部
　
　
課
（
室
）
所
　
　
班
　
　
　

�
電
　
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
e-m
ail：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

様
式
第
２6号
（
第
19条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
等
の
期
限
の
特
例
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
利
用
停
止
請
求
の
あ
っ
た
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
，
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律
（
平
成
15年

法
律
第
57号
）
第
103条

の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
利
用
停
止
決
定
等
の
期
限

を
延
長
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

記

利
用
停
止
請
求
に
係
る
�

保
有
個
人
情
報
の
名
称
等

法
第
103

条
の
規
定
（
利
用
�

停
止
決
定
等
の
期
限
の
�

特
例
）
を
適
用
す
る
理
由

利
用
停
止
決
定
等
を
す
る
期
限
　
　
　
　
　
�年
　
　
　
�月
　
　
　
�日

�
＜
連
絡
先
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
宮
城
県
　
　
部
　
　
課
（
室
）
所
　
　
班
　
　
　

�
電
　
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
e-m
ail：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



号外第３号　令和５年３月２日　木曜日 （20）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
２7号
（
第
20条
関
係
）

（
別
　
紙
）

１
�　
審
査
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情
報
の
名
称
等

２
�　
審
査
請
求
に
係
る
開
示

決
定
等

　
（
開
示
決
定
等
の
種
類
）

　
□
開
示
決
定

　
□
一
部
開
示
決
定

　
　（
該
当
不
開
示
条
項
）

　
□
不
開
示
決
定

　
　（
該
当
不
開
示
条
項
）

⑴
　
開
示
決
定
等
の
日
付
，
文
書
番
号

⑵
　
開
示
決
定
等
を
し
た
者

⑶
　
開
示
決
定
等
の
概
要

３
　
審

査
請

求

⑴
　
審
査
請
求
日

⑵
　
審
査
請
求
人

⑶
　
審
査
請
求
の
趣
旨

４
　
諮

問
の

理
由

５
　
参

加
人

等

６
　
添

付
書

類
等

①
　
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
書
（
写
し
）

②
�　
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
す
る
旨
の
決
定
に
つ
い
て
（
通
知
）

（
写
し
）
又
は
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
し
な
い
旨
の
決
定
に

つ
い
て
（
通
知
）（
写
し
）

③
　
審
査
請
求
書
（
写
し
）

④
　
弁
明
書
（
写
し
）

⑤
�　
開
示
の
実
施
を
行
っ
た
保
有
個
人
情
報
が
記
載
さ
れ
た
行
政

文
書
等
（
写
し
）

⑥
　
そ
の
他
参
考
資
料

７
�　
諮
問
庁
担
当
課（
室
），班

， �
電
話
番
号

（
注
１
）
　
２
の
「（
開
示
決
定
等
の
種
類
）」
に
つ
い
て
は
，
該
当
す
る
開
示
決
定
等
の
□
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
�　
ま
た
，
一
部
開
示
決
定
又
は
不
開
示
決
定
の
場
合
に
は
，
該
当
不
開
示
条
項
（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
78条

第
１
項
各
号
，
同
法
第
81条
又
は
文
書
不
存
在
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

（
注
２
）
�　
４
の
「
諮
問
の
理
由
」
に
つ
い
て
は
，
例
え
ば
，「
原
処
分
維
持
が
適
当
と
考
え
る
た
め
。」，「

全
部
開
示
と
す
る
こ
と
が

適
当
と
考
え
る
が
，
第
三
者
の
反
対
意
見
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
た
め
。」
な
ど
，
諮
問
を
必
要
と
す
る
理
由
を
簡
潔
に
記

述
す
る
こ
と
。

（
注
３
）
�　
６
の
⑥
の
「
そ
の
他
参
考
資
料
」
と
は
，
例
え
ば
，
第
三
者
か
ら
反
対
意
見
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
の
当
該
反
対
意

見
書
や
，
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
26年
法
律
第
68号
）
第
11条
の
総
代
，
同
法
第
12条
の
代
理
人
又
は
同
法
第
13条
の
参

加
人
の
選
任
又
は
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
の
そ
れ
を
示
す
書
面
，
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
83条
第
２
項
又

は
同
法
第
84条
の
規
定
に
基
づ
く
開
示
決
定
等
の
期
限
に
係
る
通
知
の
写
し
等
で
あ
る
。

様
式
第
２7号
（
第
20条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
会
長
　
殿

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

諮
　
　
問
　
　
書

　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
15年

法
律
第
57号

）
第
82条

の
規
定
に
基
づ
く
開
示
決

定
等
に
つ
い
て
，
別
紙
の
と
お
り
，
審
査
請
求
が
あ
っ
た
の
で
，
同
法
第
105条

第
３
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
諮
問
し
ま
す
。



（21）　令和５年３月２日　木曜日 号外第３号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
２8号
（
第
20条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
会
長
　
殿

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

諮
　
　
問
　
　
書

　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
15年

法
律
第
57号

）
第
93条

の
規
定
に
基
づ
く
訂
正
決

定
等
に
つ
い
て
，
別
紙
の
と
お
り
，
審
査
請
求
が
あ
っ
た
の
で
，
同
法
第
105条

第
３
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
諮
問
し
ま
す
。

様
式
第
２8号
（
第
20条
関
係
）

（
別
　
紙
）

１
�　
審
査
請
求
に
係
る
保
有
個
人

情
報
の
名
称
等

２
　
審
査
請
求
に
係
る
訂
正
決
定
等

　
（
訂
正
決
定
等
の
種
類
）

　
□
 訂
正
決
定

　
□
 不
訂
正
決
定

⑴
　
訂
正
決
定
等
の
日
付
，
文
書
番
号

⑵
　
訂
正
決
定
等
を
し
た
者

⑶
　
訂
正
決
定
等
の
概
要

３
　
審

査
請

求

⑴
　
審
査
請
求
日

⑵
　
審
査
請
求
人

⑶
　
審
査
請
求
の
趣
旨

４
　
諮

問
の

理
由

５
　
参

加
人

等

６
　
添

付
書

類
等

①
　
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
書
（
写
し
）

②
�　
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
す
る
旨
の
決
定
に
つ
い
て
（
通
知
）（
写
し
）
又
は

保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
し
な
い
旨
の
決
定
に
つ
い
て
（
通
知
）（
写
し
）

③
　
審
査
請
求
書
（
写
し
）

④
　
弁
明
書
（
写
し
）

⑤
　
そ
の
他
参
考
資
料

７
�　
諮
問
庁
担
当
課（
室
），班

， �
電
話
番
号

（
注
１
）
　
２
の
「（
訂
正
決
定
等
の
種
類
）」
に
つ
い
て
は
，
該
当
す
る
訂
正
決
定
等
の
□
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
。

（
注
２
）
�　
４
の
「
諮
問
の
理
由
」
に
つ
い
て
は
，
例
え
ば
，「
原
処
分
維
持
が
適
当
と
考
え
る
た
め
。」
な
ど
，
諮
問
を
必
要
と
す
る
�

理
由
を
簡
潔
に
記
述
す
る
こ
と
。

（
注
３
）
��　
６
の
⑤
の
「
そ
の
他
参
考
資
料
」
と
は
，
例
え
ば
，
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
26年
法
律
第
68号
）
第
11条
の
総
代
，
同
法

第
12条
の
代
理
人
又
は
同
法
第
13条
の
参
加
人
の
選
任
又
は
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
の
そ
れ
を
示
す
書
面
，
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
法
律
第
94条
第
２
項
又
は
同
法
第
95条
の
規
定
に
基
づ
く
訂
正
決
定
等
の
期
限
に
係
る
通
知
の
写
し
等
で
あ
�

る
。

　
　
　
　
�　
な
お
，
審
査
請
求
人
か
ら
訂
正
請
求
の
趣
旨
・
理
由
を
根
拠
付
け
る
資
料
が
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
，
当
該
根
拠
資
料

を
添
付
す
る
。



号外第３号　令和５年３月２日　木曜日 （22）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
２9号
（
第
20条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
会
長
　
殿

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

諮
　
　
問
　
　
書

　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
15年

法
律
第
57号

）
第
101条

の
規
定
に
基
づ
く
利
用
停

止
決
定
等
に
つ
い
て
，
別
紙
の
と
お
り
，
審
査
請
求
が
あ
っ
た
の
で
，
同
法
第
105条

第
３
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
諮
問
し
ま
す
。

様
式
第
２9号
（
第
20条
関
係
）

（
別
　
紙
）

１
�　
審
査
請
求
に
係
る
保
有
個
人

情
報
の
名
称
等

２
�　
審
査
請
求
に
係
る
利
用
停
止

決
定
等

　（
利
用
停
止
決
定
等
の
種
類
）

　
□
 利
用
停
止
決
定

　
□
 不
利
用
停
止
決
定

⑴
　
利
用
停
止
決
定
等
の
日
付
，
文
書
番
号

⑵
　
利
用
停
止
決
定
等
を
し
た
者

⑶
　
利
用
停
止
決
定
等
の
概
要

３
　
審

査
請

求

⑴
　
審
査
請
求
日

⑵
　
審
査
請
求
人

⑶
　
審
査
請
求
の
趣
旨

４
　
諮

問
の

理
由

５
　
参

加
人

等

６
　
添

付
書

類
等

①
　
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書
（
写
し
）

②
�　
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
を
す
る
旨
の
決
定
に
つ
い
て
�

（
通
知
）（
写
し
）
又
は
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
を
�

し
な
い
旨
の
決
定
に
つ
い
て
（
通
知
）（
写
し
）

③
　
審
査
請
求
書
（
写
し
）

④
　
弁
明
書
（
写
し
）

⑤
　
そ
の
他
参
考
資
料

７
�　
諮
問
庁
担
当
課
（
室
），
班
，�

電
話
番
号

（
注
１
）
　
２
の
「（
利
用
停
止
決
定
等
の
種
類
）」
に
つ
い
て
は
，
該
当
す
る
利
用
停
止
決
定
等
の
□
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
。

（
注
２
）
�　
４
の
「
諮
問
の
理
由
」
に
つ
い
て
は
，
例
え
ば
，「
原
処
分
維
持
が
適
当
と
考
え
る
た
め
。」
な
ど
，
諮
問
を
必
要
と
す
る

理
由
を
簡
潔
に
記
述
す
る
こ
と
。

（
注
３
）
�　
６
の
⑤
の
「
そ
の
他
参
考
資
料
」
と
は
，
例
え
ば
，
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
26年
法
律
第
68号
）
第
11条
の
総
代
，
同
法

第
12条
の
代
理
人
又
は
同
法
第
13条
の
参
加
人
の
選
任
又
は
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
の
そ
れ
を
示
す
書
面
，
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
法
律
第
102条

第
２
項
又
は
同
法
第
103条

の
規
定
に
基
づ
く
利
用
停
止
決
定
等
の
期
限
に
係
る
通
知
の
写
し
�

等
で
あ
る
。

　
　
　
　
�　
な
お
，
審
査
請
求
人
か
ら
利
用
停
止
請
求
の
趣
旨
・
理
由
を
根
拠
付
け
る
資
料
が
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
，
当
該
根

拠
資
料
を
添
付
す
る
。



（23）　令和５年３月２日　木曜日 号外第３号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
３0号
（
第
20条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
会
長
　
殿

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

諮
　
　
問
　
　
書

　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
15年

法
律
第
57号

）
第
76条

の
規
定
に
基
づ
く
開
示
請
�

求
［
第
90条

の
規
定
に
基
づ
く
訂
正
請
求
，
第
98条

の
規
定
に
基
づ
く
利
用
停
止
請
求
］
に
係
る
不
作

為
に
つ
い
て
，
別
紙
の
と
お
り
，
審
査
請
求
が
あ
っ
た
の
で
，
同
法
第
105条

第
３
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
諮
問
し
ま
す
。

様
式
第
３0号
（
第
20条
関
係
）

（
別
　
紙
）

１
�　
開
示
請
求［
訂
正
請
求
，利
用
停
止
�

請
求
］に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
名
称
等

２
�　
審
査
請
求
に
係
る
開
示
請
求
�

［
訂
正
請
求
，
利
用
停
止
請
求
］

⑴
　
開
示
請
求
［
訂
正
請
求
，
利
用
停
止
請
求
］
の
日
付

⑵
　
開
示
請
求
［
訂
正
請
求
，
利
用
停
止
請
求
］
の
宛
先

３
�　
補
正
に
要
し
た
日
数
，
開
示
�

決
定
等
［
訂
正
決
定
等
，
利
用
停
止

決
定
等
］
の
期
限

４
　
審

査
請

求

⑴
　
審
査
請
求
日

⑵
　
審
査
請
求
人

⑶
　
審
査
請
求
の
趣
旨

５
　
諮

問
の

理
由

６
　
参

加
人

等

７
　
添

付
書

類
等

①
�　
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
書
［
訂
正
請
求
書
，
利
用
停
止
�

請
求
書
］（
写
し
）

②
　
審
査
請
求
書
（
写
し
）

③
　
弁
明
書
（
写
し
）

④
　
そ
の
他
参
考
資
料

８
�　
諮
問
庁
担
当
課
（
室
），
班
，
�

電
話
番
号

（
注
１
）
�　
１
の
「
開
示
請
求
［
訂
正
請
求
，
利
用
停
止
請
求
］
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
名
称
等
」
に
つ
い
て
は
，
開
示
請
求
の
場
合
に
�

は
，
当
該
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
名
称
を
，
訂
正
請
求
又
は
利
用
停
止
請
求
の
場
合
に
は
，
当
該
訂
正
請
求
又
は
�

利
用
停
止
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
名
称
を
記
述
す
る
こ
と
。

（
注
２
）
�　
３
の
「
補
正
に
要
し
た
日
数
，
開
示
決
定
等
［
訂
正
決
定
等
，
利
用
停
止
決
定
等
］
の
期
限
」
に
つ
い
て
は
，
補
正
を
求
め
た

場
合
に
は
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
を
，
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
15年
法
律
第
57号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

　
　
　
　
�第
83条
第
２
項
［
法
第
94条
第
２
項
，
法
第
102条

第
２
項
］
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
を
行
っ
た
場
合
に
は
開
示
決
定
等
［
訂

正
決
定
等
，
利
用
停
止
決
定
等
］
の
期
限
を
，
法
第
84条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
は
残
り
の
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
�

開
示
決
定
等
を
す
る
期
限
［
法
第
95条
又
は
法
第
103条

の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
は
訂
正
決
定
等
又
は
利
用
停
止
決
定
�

等
を
す
る
期
限
］
を
，
そ
れ
ぞ
れ
記
述
す
る
こ
と
。

（
注
３
）
�　
５
の
「
諮
問
の
理
由
」
に
つ
い
て
は
，
例
え
ば
，「
開
示
請
求
か
ら
相
当
の
期
間
（
※
）
が
経
過
し
て
い
な
い
と
考
え
る
た
�

め
。」
な
ど
，
諮
問
を
必
要
と
す
る
理
由
を
簡
潔
に
記
述
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
（
※
）
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
26年
法
律
第
68号
）
第
３
条
に
規
定
す
る
「
相
当
の
期
間
」
を
指
す
。

（
注
４
）
�　
７
の
④
の
「
そ
の
他
参
考
資
料
」
と
は
，
例
え
ば
，
第
三
者
か
ら
反
対
意
見
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
の
当
該
反
対
意
見

書
や
，
行
政
不
服
審
査
法
第
11条
の
総
代
，
同
法
第
12条
の
代
理
人
又
は
同
法
第
13条
の
参
加
人
の
選
任
又
は
決
定
が
な
さ
れ

て
い
る
場
合
の
そ
れ
を
示
す
書
面
，
法
第
83条
第
２
項
又
は
法
第
84条
の
規
定
に
基
づ
く
開
示
決
定
等
の
期
限
に
係
る
通
知
の

写
し
等
で
あ
る
。



号外第３号　令和５年３月２日　木曜日 （24）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
３１号
（
第
20条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

宮
城
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
へ
の
諮
問
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
の
宮
城
県
知
事
に
対
す
る
審
査
請
求
に
つ
い
て
，
下
記
の
と
お
り
宮
城
県
個
人

情
報
保
護
審
査
会
に
諮
問
し
た
の
で
，
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
15年

法
律
第
57号
）
第
105条

第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

記

審
査
請
求
に
係
る
保
有
�

個
人
情
報
の
名
称
等

審
査
請
求
に
係
る
開
示
決
定
等

［
訂
正
決
定
等
，利
用
停
止
決
定
等
］

審
査

請
求

⑴
　
審
査
請
求
日

⑵
　
審
査
請
求
の
趣
旨

諮
問

日
　
　
　
　
年
　
　
�月
　
　
日

（
注
）
�「
審
査
請
求
に
係
る
開
示
決
定
等
［
訂
正
決
定
等
，
利
用
停
止
決
定
等
］」
の
欄
に
つ
い
て
は
，
開
示
決
定
等
［
訂
正
決
定
等
，
利

用
停
止
決
定
等
］
の
日
付
・
文
書
番
号
，
開
示
決
定
等
［
訂
正
決
定
等
，
利
用
停
止
決
定
等
］
を
し
た
者
，
開
示
決
定
等
［
訂
正
決

定
等
，
利
用
停
止
決
定
等
］
の
種
類
（
開
示
決
定
，
不
開
示
決
定
等
）
を
記
載
す
る
。

�
＜
連
絡
先
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
宮
城
県
　
　
部
　
　
課
（
室
）
所
　
　
班
　
　
　

�
電
　
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
e-m
ail：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


